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　羽幌町では、町表彰条例に基づき、町政や地域の発展に寄与し、他の模範となる行為を行った個人や団

体を表彰しています。表彰式は11月2８日はぼろ温泉サンセットプラザで行われます。
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　昭和39年１月羽幌消防団に入団、以来37年有余地域

住民の生命と財産の保全と地域防災に精励されまし

た。

　温厚誠実な人柄と豊富な知識と経験のもと、団員の

信頼を集め、昭和63年より分団長として機械器具の点

検整備や団員の教育訓練により部下団員の指導にあ

たるとともに、各種災害に出動し災害状況をいち早く

把握し、部下団員への的確な指揮命令により被害を最

小限に食止めるなど、地域の防災に務められた功績は、

誠に多大であります。
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　昭和53年７月農業委員に就任、平成10年４月から平

成11年７月までと平成14年７月から平成17年７月ま

で会長を務められ、多年にわたり農地行政の適正な執

行に努められました。

　特に離農跡地をはじめとした農地のあっせんを積

極的に推進したほか、遊休農地の解消のため地域の実

情に即した土地利活用に尽力するとともに、農村の後

継者対策にも取り組むなど、地域農業の振興に多大な

貢献をされております。

　また、昭和57年12月から土地改良区の理事に就任、

その後、副理事長、現在は理事長として、その指導力

を発揮しております。
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　平成６年に羽幌陶芸の会を発足させ、意欲的に会員

の指導育成に努められ、会の充実を図るとともに地域

に根ざしたサークルを目指し、羽幌小学校、羽幌高等

学校教養講座、成人講座、幼稚園などで陶芸の指導を

行い、地域に親しまれる陶芸の発展に尽力されており

ます。

　また、自らも作品の制作を進め各陶芸作品展等で優

秀な成績を収め、特に平成15年の北海道高齢者陶芸展

において最高賞の「北海道知事賞」、さらに平成16年に

は北海道陶芸展においても最高賞である「文部科学大

臣奨励賞」を受賞されております。

　さらに、羽幌町文化協会では副会長、会長を歴任し

現在は顧問として、また、羽幌町社会教育委員として、

本町の文化の創造と発展に大きく貢献されております。
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   平成24年11月20日、公益のために多額の寄附をされ、

羽幌町の振興・発展に貢献されました。
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では、ふるさと「羽幌」を応援してくださるみなさんの想いを活かすため、町内外問わず多くのみな
さまからあたたかいご支援をいただき、お寄せいただいた寄付により、寄付者の意向に沿った事業に活
用し、よりよい環境や次世代につながる社会基盤の整備を進めています。

��寄付金の活用方法（次の中から指定することができます。）

１　天売島のオロロン鳥やウトウなどの海鳥の保護及び海鳥と共生する環境保全に関する事業
２　焼尻島の野鳥や原生林などの自然保護に関する事業
３　羽幌炭砿などの歴史・文化の保存に関する事業
４　子どもたちの健全な育成に関する事業及び奨学金に関する事業
５　生活環境の整備及び健康福祉の充実に関する事業
６　その他、まちづくりに資する事業
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　昭和41年4月に羽幌町消防本部消防士を拝命。平成

17年に消防長に就任し、平成20年に退職までの間、特

に防火思想の高揚を図るため、民間防火団体の育成強

化に尽力されました。職団員の教養訓練や消防力の

強化には、培われた経験と卓越した手腕を発揮し、職

団員の資質向上を図るとともに、消防施設の充実強化

に努めました。

　また、災害発生時には、率先垂範し、的確な現場状

況の把握と適切な現場指揮により、災害を防除した功

績は大であります。
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　本町焼尻島で幼少期を過ごし、北海道第３師範学校
（現在の北海道教育大学旭川校）を卒業後、教職のかた
わら金子　亭氏に師事し書の道を究め、教頭及び校長
を歴任したものの周囲の強い要請を受け定年前に退
職し書の道へ進んでおります。
　近代詩文を重要主題として取り組み、北海道の風土
に根差した作品として出身地にちなんだ海に関連す
るものも多く、それらの作品は国内外から非常に高い
評価を受けており、これまで毎日書道展大賞、第11回
日展特選など数々の賞を受賞しております。
　また、長年にわたる書家としての活動が認められ、
北海道文化賞、藍綬褒章、旭日小綬章を受章しており
ますが、現在も公益社団法人全日本書道連盟顧問、一
般財団法人毎日書道会最高顧問等を務められ、今もな
お北海道書道界の指導的存在としてご活躍されてお
ります。
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　平成24年度の各会計決算が監査委員

の審査を経て各会計決算特別委員会で

審議を終了、町議会9月定例会で認定さ

れました。

　一般会計の歳入総額は61億1,423万

円、歳出総額は59億7,828万円で、差し

引き1億3,595万円の黒字決算となって

います。
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　歳入のうち国から交付される「地方

交付税」が半分以上を占めています。

　国の財政も大変厳しい状況となって

いることから、この交付税が今後どの

ようになっていくのか気をつけなけれ

ばなりません。

　歳出においても厳しい財政状況にあ

るため、これからも行財政改革を進め

効率的で持続可能な財政にしていくこ

とが必要となっています。
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※決算額は消費税差し引き後の額です。

収益的収支決算　利益　���������
資本的収支額　収入不足額　����������
資本的収支の不足額については、留保資金で 補填 しています。
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平
成　

年
度
に
実
施
し
た
主
な

24

事
業
は
上
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い

ま
す
。こ
の
よ
う
な
大
き
な
事
業
を

実
施
す
る
場
合
は
、借
金
を
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

一
般
会
計
の
借
入
額
は
棒
グ
ラ
フ
、

償
還
額
は
折
れ
線
グ
ラ
フ
の
と
お
り

で
す
が
、平
成　

年
度
の
借
入
は
港

24

湾
整
備
や
水
産
業
施
設
整
備
等
が
主

な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。償
還
額

は
、減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、今
後

に
お
い
て
大
き
な
事
業
が
予
定
さ
れ

て
お
り
ま
す
の
で
、今
後
も
引
き
続

き
、総
合
振
興
計
画
や
公
共
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
計
画
を
取
り
入
れ
な
が
ら
計

画
的
な
事
業
を
実
施
し
、健
全
で
安

心
で
き
る
財
政
運
営
を
目
指
し
て
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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19年度～24年度は実績。25年度以降は24年度末残高に対する償還額。
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※人口・世帯数は平成25年3月末日現在
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水道事業や下水道事業など公営企業会計の資金不足を料金収入などの事業規模

と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。20%以上で経営健全化

団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。

羽幌町の公営企業会計は、いずれも資金不足を生じていないため�������
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財政再生基準早期健全化基準
羽幌町の指標

健全化判断比率
平成23年度������

20.0％15.0％－�実質赤字比率

40.0％20.0％－�連結実質赤字比率

35.0％25.0％13.0％�����実質公債費比率

350.0％15.1％����将来負担比率
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健全化判断比率とは、一般会計と特別会計などの財政状況に基づき、４つの項目

について指標化し、判断するものです。

健全化判断比率のうち、１つでも早期健全化基準以上である場合は財政健全化計

画を、財政再生基準以上である場合は財政再生計画を定める必要があります。

平成24年度決算に基づく羽幌町の健全化判断比率は、�������	
��

�������。
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経営健全化基準
羽幌町の指標

公営企業
平成23年度������

20.0％－�水道事業会計

20.0％－�下水道事業特別会計

20.0％－�簡易水道事業特別会計

20.0％－�港湾上屋事業特別会計
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　決算報告に続いて、今年度

上半期（平成25年4月1日～平

成25年9月30日）の財政状況を

お知らせします。

　これは条例に基づいて毎年

2回定期的に予算の執行状況

をお知らせするもので、町の

財政を知っていただき、町の

施策へのご理解とご協力をお

願いするものです。

　平成25年度の一般会計当初

予算は、56億7,000万円（対前

年度比：3,000万円、約0.5％の

減）でスタートしましたが、補

正と平成24年度に予算措置さ

れ、今年度へ繰り越しされた

「繰越明許費」を併せた9月末

現在の予算は、61億1,874万2

千円となっています。

　前年度同時期の59億9,494

万8千円と比較しますと、1億

2,379万4千円、約2.1％の増と

なっております。
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�������������

�　羽幌オロロン太鼓の会創立40周年を

記念して「2013北海道太鼓フェスティバ

ル」が道内から12の団体が参加して開催

されました。一打一打心がこもった迫

力のある太鼓の音がホールに響き渡り

観客席から大きな拍手が送られていま

した。(�����)

�　羽幌小学校の学芸会が行われました。

「みんなのパワー！！感動の嵐をま・き・

お・こ・せ！！」をテーマに開催された

今年の学芸会、子どもたちは素晴らし

いパフォーマンスで会場を沸かせてい

ました。(�����)

�　中央公民館に焼尻島出身の日本を代

表する書家、中野北溟さんの常設展示

場「書の北溟記念室」がオープンしまし

た。中野さんをはじめ、舟橋町長など

がテープカットをしてオープンをお祝

いしました。(�����)

�　羽幌町教育委員会委員に森弘子さん

が任命され、舟橋町長から辞令書が手

渡されました。平成29年9月までの4年

間、本町の教育行政にご尽力いただく

ことになります。(����)

�　第37回留萌地方コーラスサークル交

歓会が開催されました。今年3月に結成

された「はぼろコールスマイル」が初参

加。練習の成果を発揮し美しいハーモ

ニーを披露していました。(�����)

�　サンセットビーチの駐車場に「にし

ん街道」の標柱を設置しました。広域的

な事業の一環で、日本海沿岸をにしん

街道と命名して、往時の繁栄時代のニ

シン文化を後世に引き継ぐとともに、

新たな観光ルートとして展開していく

ものです。(�����)
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�各機関のお問い合わせ先

〒078-4106　羽幌町南6条2丁目１６番地の4　

�オロロン農業協同組合　� 62-2141 / FAX 62-2113 

�オロロン土地改良区　� 62-2099 / FAX 62-2120

�北海道留萌農業改良普及センター　� 62-1779 / FAX 62-2474

�
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�

　老朽化により、これまでの農業協同組合の向いに建替えられ、町内の農業関連機関である

オロロン土地改良区と北海道留萌農業改良普及センターも集約された「農業振興センター」

が完成しました。町内に点在していた農業関係機関が一つになったことで、農家のみなさん

にとって利便性の良い施設となりました。

２
階
は
、
普
及
セ
ン
タ
ー
と
土
地
改
良
区
の

事
務
所
。
会
議
室
は
間
仕
切
り
が
移
動
し
大

会
議
室
と
し
て
も
利
用
可
。

1
階
は
、
金
融
窓
口
や
A
T
M
コ
ー
ナ
ー
、

農
協
事
務
所
や
普
及
セ
ン
タ
ー
の
実
験
室
が

完
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

��
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��������	
������福祉課保健係(すこやか健康センター内)　� 62-6020
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����※当面の間、午後の診療は休診。予約をしないで内科を受診する方は、9時からの診療となります。
����※コンタクトレンズの処方は行っていません。
��������	
��12月28日(土)～1月5日(日)まで外来診療はお休みとなります。

����������	
��������

���������	
������������������	
��緊急性のない軽症の方は、平日の診療時間内に受
診するようご協力をお願いします。(症状などで心配なことや、受診を希望される方は、電話でご相談ください。看護師がお受けし、
内容によっては 医師と相談して受診の必要性を判断させていただきます） ��������北海道立羽幌病院　� 62-6060
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い
よ
い
よ
寒
く
な
り
、
厳
し
い

冬
が
近
づ
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

先
月
の
広
報
に
も
あ
り
ま
し
た

が
、
道
立
病
院
で
は　

月
か
ら
巡

11

回
診
療
を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
な
か
な
か
言
葉
で
は
イ
メ
ー

ジ
し
に
く
い
も
の
で
す
が
、
病
院

か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
お
住
ま
い
の

方
々
は
、
特
に
不
便
が
多
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

か
ら
冬
に
入
り
、
そ

れ
は
い
っ
そ
う
厳
し

く
な
り
、
外
来
の
予

約
日
通
り
に
は
来
ら

れ
な
い
こ
と
も
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
地
区
に
赴

き
、
集
会
所
な
ど
で
外
来
診
療
を

行
う
も
の
で
す
。

　

当
院
は
「
へ
き
地
医
療
中
核
病

院
」
と
い
う
病
院
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
医
師
が
周
り
に
い
な
い
地
区

に
巡
回
診
療
を
行
う
こ
と
は
役
割

の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
月

よ
り
決
め
ら
れ
た
曜
日
で
、
羽
幌

（
北
海
道
立
羽
幌
病
院　

内
科　

佐
々
尾　

航　

医
師
）

町
は
築
別
地
区
と
中
央
地
区
で
そ

れ
ぞ
れ
行
う
予
定
に
し
て
い
ま
す
。

　

定
期
的
な
血
液
検
査
は
そ
の
日

に
行
い
、
翌
月
の
受
診
時
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
（
緊
急
性
が
あ
る
場
合

は
電
話
連
絡
を
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
）。
処
方
は
処
方
箋
を
そ
の
場

で
発
行
し
、
ご
自
宅
に
宅
配
で
き

る
よ
う
に
処
方
箋
を
調
剤
薬
局
に

F
A
X
も
で
き
ま
す
。

会
計
は
後
日
納
入
通

知
書
を
郵
送
い
た
し

ま
す
の
で
、
銀
行
等

で
お
支
払
い
く
だ
さ

い
。

　

こ
れ
ま
で
の
外
来

担
当
医
師
と
は
異
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
当
院
の

内
科
医
師
が
責
任
を
持
っ
て
担
当

し
ま
す
。
そ
の
地
域
に
お
住
ま
い

の
方
は
ぜ
ひ
ご
利
用
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

　

季
節
の
変
わ
り
目
で
す
の
で
体

調
に
注
意
し
、
元
気
に
過
ご
し
ま

し
ょ
う
。
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絵本の読み聞かせをしています。
紙芝居や楽しい遊びもありますよ。気軽にご参加ください。
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���
鈴木　光司　著

����
村上　春樹　編訳

�����
柚月　裕子　著

�������
よしもとばなな　著

�������	
��
文化出版局編

��������	
���
ブティック社

�������	
���
誠文堂新光社　編

�������	
�
斉藤　洋　作

��������
舟崎　克彦　作

�������	
��
 村上　勉　作　　

����
野口　廣　監修

����������
すまいるママ　作　

������
岡田よしたか　作

����������
ミロコマチコ　作

����

����

　４人の子持ちで飲んだくれの畳
職人、小普請組の武家に嫁いだ大
工の娘、幼い頃から見世を支えた
口入れ屋の若お内儀・・・懸命に生
きる男女の縁を描いた。

　たまゆらの舞台と映像に、女優
は永遠の夢を刻んで、めくるめく
ように<芝居>を生きる。女優・市
原悦子と43人の歓談集。

�������������� ���������������	����

�����

市原　悦子　著　/　春秋社　
��

宇江佐　真理　著　/　祥伝社

�����������	
���������

1位 ぼく、アンパンマン！　(やなせ　たかし)

2位 きょうりゅうかぶしきがいしゃ（富田　京一）

3位 もったいないばあさんのいただきます　(真珠　まりこ)

4位 白オバケ黒オバケのみつけて絵本　（うるまでるび）

5位 おさるのパティシエ（サトシン）

����
��

����
�

�����������������	
�����������	
��

��������
� 0164-�������
�������������	
������������

寝
る
そ
の
瞬
間
ま
で
、
元
気
過
ぎ

る
姉
妹
で
す
。

車
と
ラ
ム
ネ
が
大
好
き�
我
家
の

可
愛
い
怪
獣
で
す
。

�������ちゃん  (1才6カ月） 
さき

�������ちゃん  (2才11カ月） 
しほ

�������くん  (1才11カ月） 
なぎせ

父　哲一さん
母　桃子さん 父　洋さん　母　千里さん 
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� 0164-62-1211
� ������������	�
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

　羽幌町社会福祉協議会では、年末に行われる「歳末た
すけあい運動」で寄せられた募金と町の補助金から支
援を必要としている方々へ義援金や福祉灯油を支給し
ています。低所得世帯が対象となりますので、詳しく
はお問い合わせください。

����　
　町内に在住する、低所得世帯が対象となります。（年
齢に制限はありません。）
�1人世帯の場合　月額65,000円(手取)以下が基準。
※月額55,000円以下の場合は、義援金にも該当します。
�2人以上世帯の場合　お問い合わせください。
※生活保護世帯・福祉施設入所者は対象外
����

�担当地区の民生委員または社会福祉協議会にご相談
ください。
※所得制限がありますので、必ず対象になるとは限り
ません。

�������	
������

�������

　産業課水産林務係 � 68-7008 (課直通)

������

　建設水道課管理係 � 68-7005 (課直通)

　スギヒラタケは、従前より全国的に食用きのことし
て摂取されてきましたが、摂取した方が急性脳症を発
症したという事例が近年報告されています。
　スギヒラタケを摂取したことによる急性脳症の発生
メカニズムなど未解明な部分はありますが、スギヒラ
タケを摂取しないようお願いします。

�������	
��

　毎年冬になると、屋根に積もった雪や氷、つららが
落ちて歩行者がけがをしたり、死亡する事故が起きて
います。建物の管理者が損害賠償の責任を問われた例
もあります。
　冬期間の通行を円滑にし事故予防のため早めの準備
をするとともに、降雪後も次のこ
とに注意しましょう。

�屋根の雪や氷などが道路に落ちるような建物には、
　丈夫な滑り止めをつけましょう。
�気温が急に上昇し、特に－3度～＋3度位になったと
　きが一番落ちやすい状態となっています。早めに雪
　や氷を屋根からおろすようにし、作業時は必ず命綱
　をつけましょう。
�屋根から大量の雪が落ちたときは直ちに事故がない
　か確かめ、すみやかに処理しましょう。
�歩行者は、軒下の通行はできるだけ避け、小さいお
　子さんを歩道で遊ばせないようにしましょう。

�������	
��
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　羽幌警察署並びに消防署から10月における各件数な
どのお知らせです。

����

�������	
�����������

　　　6件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　8人)(　　　0人負 傷 者

������

�������	
�����������

　　347件)(　　　37件救 急 出 動

　　343人)(　　　33人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

193千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

�������

　総務課情報管理係 � 62-1211

������　
留萌振興局税務課 � 0164-42-8417
羽幌町財務課税務係 � 68-7002 (課直通)　

��������	
�������

������

　財務課税務係 � 68-7002 (課直通）

�������	
���������

��������	
��

　税金や各種使用料は、町民のみなさんの福祉や教育
など、町民生活に必要なさまざまな活動に使われる大
変貴重な財源です。
　町では11月より、「滞納整理特別対策本部」を設置し
て催告書の発送や自宅・勤務先への訪問を行い、納付に
応じない方については給与、預貯金、動産の差押えも
視野に入れ、収納の向上を図っています。
　納期ごとに納めることが難しい場合は、早めに財務
課税務係へご相談ください。

�����

・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・下水道受益者負担金
・常設保育料
・公営住宅使用料
・土地建物貸付収入
・上下水道使用料　など

・道町民税
・国民健康保険税
・固定資産税
・軽自動車税
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����
����

エルタックスを利用すると、窓口へ出かけずにインター
ネットで簡単に申告・届出ができます。
ご利用届出、詳しい情報はホームページをご覧ください。
※羽幌町は平成25年11月25日から利用できます。
��������	
�������������	
������

　経済産業省では、平成２５年１２月３１日現在で、「平成２５
年工業統計調査」を実施します。この調査は、国内の工
業の実態を明らかにすることを目的とする重要な調査
で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
　製造業関係者のみなさまのご協力をお願いします。

����　
　従業員4人以上の全ての製造事業所が対象です。
����

�統計調査員が、調査対象事業所を訪問し、調査票の
配布・回収を行います。
�����

�調査票の回答内容は、統計法に基づき厳重に保護さ
れます。
����

�中小企業施策や地域振興など、国および地域行政施
策のための基礎資料として利用されます。

�������	
���������



　法務局では、平成18年から「筆界特定制度」に基づ
く、筆界特定申請を受け付けています。隣接地との境
界が分からなくて困っている方、境界について隣地の
所有者との間で争いがある方は、
最寄りの法務局へご相談ください。

�������	

　あなたの大事な土地の正しい境界を、経済的負担を
少なく、裁判所の境界確定訴訟により迅速に特定でき
る制度です。

�������	
���������
ひっかい

������

　旭川地方法務局登記部門 � 0166-38-1145
　旭川地方法務局留萌支局 � 0164-42-0492

�������	
　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

�������	
�������

　地域にある資源を掘り起こして有効活用し、集客交
流につなげていく。それは地域観光において最も重要
な取組です。
　このセミナーでは、「顧客価値」目線で取り組んでい
くためのコツや事例を学び、その後、地域にある資源
を磨き直す視点をグループワークを通じて身につけて
いきます。どうぞご参加ください。

��　12月5日(木)　午前10:00～午後5:００
��　中央公民館小ホール
��　講演、グループワーク、プレゼンテーション
��　㈱北海道ネイチャーセンター
　　　代表取締役社長　坂本 昌彦 氏
���　無料
�����11月25日(月)　

����������

　産業課観光振興係 � 68-7007 (課直通)

��������	
�������������

�������独立行政法人勤労者退職金共済機構 
　林業退職金共済事業本部 � 03-6731-2887

�������

　羽幌警察署 � 62-1110

　警察では、事件や事故の被害に遭った方や家庭内暴
力、ストーカー、いじめ問題などで悩んでいる方など
の電話相談を受け付けています。どうぞご利用くださ
い。

��������	

�����	���　
　� ０１２０-677-110 (フリーダイヤル)
��������	
�������
������

　� ０166-24-1900

��������	


　犯罪被害者給付制度とは、故意の犯罪行為により不
慮の死を遂げた被害者の遺族の方や障害が残ったり、
一定の要件に該当する重傷病を負った被害者の方に対
して、国が給付金を支給する制度です。
　詳しくは、羽幌警察署にお問い合わせください。

��������	
�������

�������

　留萌税務署 � 0164-42-0663 

　平成26年1月から、事業所得、不動産所得または山林
所得を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳と
帳簿書類の保存が必要となります。
　なお、この記帳と帳簿書類の保全制度についても、
所得税の申告が必要ない方も対象になります。
　詳しくはお問い合わせください。

��������	
	���������

　自動車事故の被害に遭われた方々を支援するため、
次のような救護制度があります。詳しくは、お問い合
わせください。

��������	
������

���自動車事故により保護者の方が亡くなられたり、
　重い後遺障害を残すこととなったご家庭のお子様で、
　0歳から中学卒業まで
�����一人につき最初一時金15万5千円、以後月
　額2万円、小・中学校入学時に入学支度金4万4千円
��������	
��

���自動車事故により、脳、脊髄、または胸腹部臓
　器に損傷を受け、常時または随時の介護を必要とす
　る方で一定の要件に該当する方
����月額29,290円～136,880円の間で、障がいの
程度により支給

�������	
���������

������

　独立行政法人 自動車事故対策機構旭川支所
   � 0166-40-0111

　今年で16回を数えるパワデールフェスティバルを次
のとおり開催します。
　玉入れといえば運動会の定番ですが、実は奥が深い
競技で、子どもだけでなく老若男女みなさんで楽しめ
ます。多数のご参加をお待ちしています。

��　12月1日(日)　
��　総合体育館パワデール
��　3歳以上の町民
����　11月22日(金)まで

※申し込み等詳細については、各
町内会や小中学校、保育園及び幼
稚園などを通じてご案内します。

��������	
���「�����」�

�������	
　総合体育館パワデール内
　NPO法人 羽幌町体育協会 � 62-6030

　平成26年の新成人をお祝いします。
　町外からの出席も可能ですので申し込みください。

��　平成26年1月12日(日)　午後1:00から
��　中央公民館大ホール
��　平成5年4月2日～平成6年4月1日生まれの方
����

【羽幌町に住民登録のある方】　申し込みはいりません。
【羽幌町に住民登録のない方】　12月6日までに申し込
みください。なお、期限以降の申し込みの方は、式典に
は出席できますが、成人者名簿に
は記載されません。

����������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

��������	�
�����

�������	
�����

　食育とはさまざまな経験から「食」に関する知識と
選択する力を習得し、豊かで健全な食生活を実践する
ことができる人を育てること。親子で体験しましょう。

��　12月15日(日)　午前10:00～午後1:00
��　すこやか健康センター
��　食育の話、調理・試食(にんじんおにぎり、鶏のか
　　　ら揚げ、ごろごろサラダ、ミルクかん)

��　小学生とその保護者（親・祖父母など）
���　ひとり300円
����　12月6日(金)まで
��　羽幌町食生活改善協議会

�������	


　林業の仕事をしていたことはありませんか？
　林退共制度に加入していたが、退職金をまだ受け
取っていない方を探しています。以前、林業の仕事を
していたが、ご自身が林退共へ加入していたか分から
ない方もお調べします。
　また、罹災された方に対し、各種手続が生じた場合
は可能な範囲で対応しますので、ご相談ください。

�������	
���������



�������	
��

　人権擁護委員による「人権相談所」を開設します。相
談内容の秘密は固く守られますので安心してご相談く
ださい。

��　12月5日(木)　午後1:00～午後3:00
��　中央公民館 第3研修室
��　無料
������

�家庭内の問題
・借地借家の問題
・土地や建物の名義変更手続き 

������

　町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通)

　���������	
���������

　ママさんがいろいろなことを学ぶ事ができる講座
を開催しています。興味のある講座に参加してみて
ください。詳しくは、ホームページ等でご覧ください。

������　
和田 � 090-1542-5432����������	���
���������	���
土屋 � 090-2870-6929

����������

11/22(金) クリスマスアレンジメント講座
               「森からの 贈り物」を作ろう！
11/27(水) エコクラフトでお出かけバッグを作る会
12/11(水)クリスマスケーキのデコレーション講座
12/25(水)お正月のしめ縄づくり講座
��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝日を含め、
救急診療を行っています。

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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　道民カレッジは、道内のいろいろな場所で開催して
いる、道民のみなさんに参加・学習していただく生涯学
習の学園です。
 　申し込みは必要ありませんので、気軽にお越しくだ
さい。

��　11月21日(木)　午前10:10～
��　中央公民館小ホール
��　・講演「痛みの有る箇所と運動について」
　　　　講師　健康運動指導士　工藤 貴彦 氏
　　　・実技演習「痛み改善運動」
　　　　講師　健康運動指導士　工藤 貴彦 氏
       　・意見交流「心身健康な生活のためにできること」
　　　　進行　北海道教育庁留萌教育局教育支援課
　　　　　　　社会教育指導班主査　岡田 智英
���　無料
��　公益財団法人北海道生涯学習協会・羽幌町教育委員会
��　北海道教育委員会

�������	
��

�������	
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�������������

健康センター午前9：30～苺くらぶ  2日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  4日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  9日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診11日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ16日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル18日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ19日(木)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程です。

������　すこやか健康センター内
　福祉課保健係　 � 62-6020

����

　年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行
依頼など年金に係る相談を受け付けています。

��������	
�

　希望される方は、相談日の一週間前までにご予約く
ださい。（定員になり次第、締め切る場合があります）

���12月12日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
�������	
　
　日本年金機構留萌年金事務所 � 0164-43-7211

����

　行政に関することでわからないことがあれば、お気
軽にご相談ください。相談内容の秘密は厳守されます。

��　12月11日(水) 　午前10:00～正午
　　　※12月から10時からに変更となりました。
��　役場1階 相談室
�������町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通)

������

　住民のみなさんの心配ごとへの対応として、心配ご
と相談所を毎月1回開催しています。

��　12月24日(火) 　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム

������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

����

　軽い運動や血圧測定などを行いますので、動きやす
い服装でお越しください。

��　12月24日(火)
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:30)
　　　すこやか健康センター (午後1:00～午後3:00)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

�������	


　年齢や障がいの種類、障害者手帳の有無は問いませ
ん。無料で相談できますので気軽にご利用ください。

��　毎週水曜日　午前9:00～午後5:00(祝日除く) 
��　川北老人福祉センター

���������　
　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

�������	
�〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
　財務課税務係 � 68-7002 (課直通)

�������	
��

　財務課では次のとおり臨時職員を募集します。希望
される方はご応募ください。

����　①1月～3月　1名
　　　　　②2月～3月　1名
����　役場財務課税務係
�����個人住民税に関する事務補助
　　　　　(主にコンピュータによる事務)
�����・高等学校卒業の資格を有する者
　　　　　・羽幌町に住所を有し、通勤可能な者
����　月曜日～金曜日(祝日除く)
　　　　　午前8:45～午後5:30
����　①平成26年1月8日～平成26年3月31日
　　　　　②平成26年2月1日～平成26年3月31日
��　日額 5,800円
�����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　　　　　入のうえ、12月12日(必着)までに申し込む。
　　　　　※郵送可
����　履歴書による書類審査、面接※日程は後日通知
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南町(紫孝・莉栄)������������
めいか

南町(大樹・亜希子)����������
はると

幸町(誠・貴子)�����������
るあ

栄町(研二・直美)�����������
かんな
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�����　平成25年11月号　No.605　����羽幌町  078-4198  北海道苫前郡羽幌町南町1番地1　��  総務課

��  0164(62)1211   ���  0164(62)1219  ���  s-kouhou@town.haboro.lg.jp ���������www.town.haboro.lg.jp

������������さん(69才・ 幸町)
������������さん(36才・ 南7の5)

　
「
当
時
、
羽
幌
炭
砿
が
閉
山
し
て

間
も
な
く
町
全
体
が
元
気
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
な
に
か

元
気
づ
け
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
は

商
工
会
か
ら
盆
踊
り
用
の
太
鼓
を

借
り
て
３
つ
か
４
つ
の
太
鼓
と
６

人
の
仲
間
で
ス
タ
ー
ト
し
た
ん
だ

よ
ね
。」
と
語
っ
て
く
れ
た
の
は
、

会
の
立
ち
上
げ
時
の
一
人
で
、
現

在
オ
ロ
ロ
ン
太
鼓
の
顧
問
を
務
め

て
い
る
太
田
さ
ん
。
演
奏
曲
の
作

曲
も
行
い
、
そ
の
曲
は
今
で
も
受

け
継
が
れ
演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
オ
ロ
ロ
ン
太
鼓
の
会
も
今

年
で　

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

４０

　
「　

年
間
、
会
を
続
け
て
こ
れ
た

４０
の
は
、
育
成
指
導
を
す
る
人
た
ち

や
、
打
ち
手
と
し
て
伝
統
で
あ
る

泥
く
さ
く
、
力
強
い
打
ち
方
の
基

本
を
守
り
受
け
継
い
で
く
れ
て
い

る
若
い
人
た
ち
が
い
た
か
ら
で
す
。

そ
し
て
、
な
に
よ
り
オ
ロ
ロ
ン
太

鼓
の
会
最
大
の
理
解
者
、
支
援
者

で
あ
る
角
谷
修
夫
会
長
を
は
じ
め

と
す
る
後
援
会
の
み
な
さ
ん
に
本

当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。」
と　

周
４０

年
を
迎
え
思
う
と
こ
ろ
を
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

　
「
今
で
は
ど
こ
の
団
体
で
も

や
っ
て
い
る
所
作（
振
付
）は
な
く
、

派
手
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
し
っ

か
り
打
つ
演
奏
は
他
に
は
あ
ま
り

な
い
で
す
。」
と
話
し
て
く
れ
た
の

は
、
現
在
打
ち
手
と
し
て
伝
統
を

継
承
し
会
を
支
え
て
い
る
桜
井
さ

ん
。
オ
ロ
ロ
ン
太
鼓
ジ
ュ
ニ
ア
の

父
母
会
と
し
て
子
ど
も
た
ち
の
育
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成
指
導
も
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

　
「
泥
く
さ
く
、
力
強
く
と
い
う
、

昔
か
ら
の
オ
ロ
ロ
ン
太
鼓
の
叩
き

方
を
き
ち
っ
と
守
っ
て
や
っ
て
い

く
っ
て
い
う
の
が
オ
ロ
ロ
ン
太
鼓

の
原
点
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も

ず
っ
と
守
っ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
は
、
他
の
団
体

を
見
る
と
派
手
に
見
え
て
る
か
も

し
れ
な
い
け
ど
、
オ
ロ
ロ
ン
太
鼓

は
こ
う
だ
っ
て
い
う
伝
統
を
教
え

続
け
て
い
き
た
い
で
す
。」

　

打
ち
手
と
し
て
、
指
導
者
と
し

て
会
を
支
え
続
け
て
き
た
太
田
さ

ん
、
そ
れ
を
引
き
継
ぎ
、
伝
統
を

子
ど
も
た
ち
へ
繋
い
で
い
く
桜
井

さ
ん
。
オ
ロ
ロ
ン
太
鼓
の
精
神
や

伝
統
は
こ
れ
か
ら
も
引
き
継
が
れ

て
い
き
ま
す
。�

�
�
�
�

　

先
月
、中
学
校
の
文
化
祭
へ
お

じ
ゃ
ま
し
ま
し
た
。3
年
生
に
と
っ

て
は
最
後
の
文
化
祭
、と
て
も
盛
り

上
が
っ
て
い
ま
し
た
。部
活
動
も
後

輩
た
ち
へ
バ
ト
ン
を
渡
し
、思
い
出

に
残
る
事
業
も
一
つ
ず
つ
終
わ
っ

て
残
る
は
卒
業
式
。こ
れ
か
ら
大
切

な
時
期
に
入
る
3
年
生
に
は
、今
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
、そ
し
て
、

や
り
た
い
事
を
夢
中
に
な
っ
て
取

り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。（
K
）

南５の５�����������������

北４の２�����������������

栄町��������������

�����

南３の１68歳��������

南６の４77歳���������

北町80歳��������

北４の２84歳��������

栄町88歳��������

栄町102歳���������

焼尻85歳��������

����




